
平
成
十
一
年
政
令
第
百
五
十
六
号

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
金
融
会
社
等
」
、
「
特
定
金
融
会
社
等
」
及
び
「
社
債
の
発
行
等
」
と
は
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
三
条
に
規
定
す
る
金
融
会
社
等
、
特
定
金
融
会
社
等
及
び
社
債
の
発
行
等
を
い
う
。

（
金
融
業
者
の
定
義
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者

二
　
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者

三
　
質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
質
屋

（
貸
付
資
金
の
受
入
方
法
）

第
三
条
　
法
第
三
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
社
債
の
発
行

二
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
約
束
手
形
の
発
行

三
　
法
人
か
ら
の
貸
付
資
金
の
受
入
れ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

（
特
定
金
融
会
社
等
の
資
本
金
又
は
出
資
の
額
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
億
円
と
す
る
。

（
人
的
構
成
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
金
銭
の
貸
付
け
に
係
る
審
査
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
が
二
名
以
上
そ
の
金
融
会
社
等
の
金
銭
の
貸
付
け
に
係
る
審
査
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ

と
と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
等
を
行
う
者
）

第
六
条
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
特
定
金
融
会
社
等
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
　
そ
の
特
定
金
融
会
社
等
を
代
表
す
る
役
員
で
あ
っ
た
者

二
　
特
定
金
融
会
社
等
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
　
そ
の
破
産
管
財
人

三
　
特
定
金
融
会
社
等
が
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
を
し
た
場
合
　
そ
の
清
算
人

四
　
前
三
号
以
外
の
理
由
に
よ
り
特
定
金
融
会
社
等
が
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
会
社
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
　
そ
の
特
定
金
融
会
社
等
で
あ
っ
た
法
人
を
代
表
す
る
役
員

五
　
特
定
金
融
会
社
等
が
社
債
の
発
行
等
に
よ
る
貸
付
資
金
の
受
入
れ
を
や
め
た
場
合
　
そ
の
特
定
金
融
会
社
等
を
代
表
す
る
役
員

（
登
録
取
消
し
等
の
後
も
な
お
特
定
金
融
会
社
等
と
み
な
さ
れ
る
一
般
承
継
人
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行

二
　
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行

三
　
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）

四
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社

（
登
録
取
消
し
等
の
後
も
な
お
特
定
金
融
会
社
等
と
み
な
さ
れ
る
債
務
の
範
囲
）

第
八
条
　
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
社
債
の
発
行
等
に
係
る
債
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
金
融
会
社
等
が
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
で
貸
付
資
金
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
負
担
し
た
債
務

二
　
第
一
号
に
掲
げ
る
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
係
る
債
務

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
九
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
（
次
項
に
お
い
て
「
長
官
権
限
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
住
所
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
の
権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
長
官
権
限
の
う
ち
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
四
四
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
四
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
政
令
第
三
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
政
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
政
令
第
三
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
破
産
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
九
日
政
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
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